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離乳初期
5～6か月頃

離乳中期
7～8か月頃

離乳後期
9～11か月頃

離乳完了期
12～18か月頃

ごはん

スプーンの背でつぶ
し、なめらかにする。
慣れたら粒があっても
食べることができる。

軟らかいものであれ
ば、粒があっても食べ
ることができる。

全がゆに慣れてきた
ら、少しずつ軟飯に
近づける。

軟飯に慣れてきたら、
少しずつ普通に炊いた
ご飯に近づける。

めん類

軟らかくゆでて、なめ
らかにつぶす。

軟らかくゆでて、約5
㍉の長さに切る。

軟らかくゆでて、約1～
2㌢の長さに切る。

軟らかくゆでて、約3～
5㌢の長さに切る。

人　参

軟らかくゆでて、なめら
かにすりつぶす。

軟らかくゆでて、約3～
5㍉角の大きさに切り、
粗くすりつぶす。

軟らかくゆでて、約8
㍉～1㌢角の大きさに
切る。

ゆでて、持ちやすいよ
うに切る。

ほうれん草

軟らかくゆでて、葉先
を細かく刻み、なめら
かにする。

軟らかくゆでて、葉先
をみじん切りにする。

軟らかくゆでて、粗み
じんに切る。

ゆでて、約1㌢の長さ
に切る。

さつま芋

皮をむいて、なめから
にすりつぶす。

皮をむいて約3～5㍉
角の大きさに切り、粗
くすりつぶす。

皮をむいて、約8㍉～
1㌢角の大きさに切
る。

皮をむいて、持ちやす
いように切る。

離乳初期
5～6か月頃

離乳中期
7～8か月頃

離乳後期
9～11か月頃

離乳完了期
12～18か月頃

とまと

皮を湯むきして、種を
取りなめらかにすりつ
ぶす。

皮を湯むきをして、種
を取り小さく切る。

皮を湯むきして、約1
㌢角の大きさに切る。

皮をむき、持ちやすい
ように切る。

白身魚

ゆでて、なめらかにす
りつぶし、とろみをつ
ける。

ゆでて、粗くすりつぶ
す。必要に応じて、と
ろみをつける。

ゆでたり、ソテーにす
る。必要に応じて、と
ろみのついただし汁を
かける。

ゆでたり、ソテーやフ
ライにしたりする。

豆腐

加熱して、なめらかに
すりつぶす。

加熱して、約3～5㍉角
の大きさに切る。

加熱して、約8㍉～1
㌢角の大きさに切る。

食べやすい大きさに切
り、調理する。

バナナ

フォークやスプーンの
背で、なめらかにすり
つぶす。

約3～5㍉角の大きさ
に切る。

1/4に切り、自分で持
って食べられるように
する。

皮に切れ目を入れて自
分でむけるようにする。

りんご

皮をむいてすりおろ
し、加熱する。

皮をむいて、約3～5
㍉角の大きさに切る。

皮をむいて、約8㍉～
1㌢角の大きさに切
る。

皮をむいて、持ちやす
いように切る。

形状別一覧表5
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大人のメニューから取り分ける離乳食のポイント

① 取り分けやすい料理を一品作る
　◦いも料理
　◦軟らかく煮た野菜類、肉類、魚類
　◦豆腐料理

② 味付けと固さを考える
　◦味付けをする前に、取り分ける。または、取り分けてから、味を薄める。
　◦電子レンジやミキサー等を利用し、固さを調節しましょう。

③ 食卓で取り分けられるようにする
　◦食卓にすり鉢、お椀、だし汁、スープ等を用意しておく。
　◦料理を取り分けてすりつぶし、だし汁、スープ等でのばす。

④ 衛生に気をつける
　◦冷蔵庫に保存したおかずは、食べる直前に必ず再加熱する。

うす味にする
大人の1/4くらいの
味つけ

材料の大きさ、固さ
赤ちゃんの成長や発達
状況に合わせたもの

とろみや
汁気で食べやすく
食べやすい調理を
心がける

取り分けのコツ

※写真は1回当たりの目安量です。

大人の食事を応用してみると(例)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

6 大人の食事の取り分けで 家庭の味を

おかゆ		 ………… ４０ｇ
人参		 …………… １０ｇ
ほうれん草		 …… １０ｇ
白身魚		 ………… １０ｇ

おかゆ		 ………… ６０ｇ
人参		 …………… １０ｇ
ほうれん草		 …… １０ｇ
白身魚		 ………… １５ｇ

軟飯		 …………… ８０ｇ
人参		 …………… ２０ｇ
ほうれん草		 …… １０ｇ
トマト		 ………… １０ｇ
白身魚		 ………… １５ｇ

５～６か月頃

７～８か月頃

９～11か月頃

5 月齢に応じた組みあわせ例

◇大人の食事 （離乳食への応用） ◇離乳食

◦ごはん ➡	お湯を加え軟らかく煮る ➡◦おかゆ

◦豆腐のみそ汁 ➡	味噌を入れる前の汁または　	出来上がったものを同量の水で
　	薄める

➡◦うす味みそ汁

◦白身魚のムニエル ➡	魚はゆでてすりつぶし　	とろみをつける ➡◦魚のペースト

◦ほうれん草のおひたし ➡	ゆでたほうれん草の葉先だけを　	細かく刻み、だしで煮る ➡◦ほうれん草のすりつぶし煮

◦肉じゃが ➡	肉を入れる前に、じゃが芋と
　	人参をとりだし、マッシュする ➡◦人参とじゃが芋のマッシュ

離乳初期

離乳中期

離乳後期
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離乳食もお誕生日が近づくと、大人と同じ食品を与えてしまいがちです。
大人は平気でも、乳幼児は発疹が出たり、病原菌に感染したり、かむこと・
飲むことが未熟なため、危険なことがたくさんあります。

○次の食品は注意しましょう
離乳食・幼児食に注意したい食品・食材

栄養面で注意したい
(発疹予防、味覚形成のため）

お誕生日（1歳頃）までは与えてはいけない食品
はちみつ、はちみつ食品（乳児ボツリヌス症）

お誕生日（1歳頃）までは与えたくない食品
牛乳（1歳過ぎは飲みすぎに注意）	※料理に使用する場合は可

離乳食・幼児食に向かない食品
①生もの（刺身、うに、イクラ、生たまご、生肉等）
②貝類、甲殻類（いか、たこ、あわび、かき、えび、かに等）
③塩分の多い食品（漬物、佃煮、スナック菓子等）
④甘みの強い食品（市販の菓子、ジュース類、砂糖の多いもの等）
⑤カフェインの多い飲み物（コーヒー、紅茶、緑茶等）

事故防止のため注意が必要
（大きなかたまりのまま喉に	
入って窒息の原因になるため）

①弾力がある固めの食べ物：こんにゃく、もち、グミキャンディ、
丸いチーズ等

②水分がなく固い食べ物：りんご片、生の人参、棒状のセロリ、
たくあん、ちくわ、ピーナッツ、アーモンド等のナッツ類、枝
豆、ゆで大豆等

③そのまま飲み込める食べ物：丸いままのプチトマト、丸いまま
のぶどう、あめ等

衛生面で注意が必要
（食中毒の予防ため）

①生魚の刺身（腸炎ビブリオ菌）
②貝の刺身：あわび、巻貝等（腸炎ビブリオ菌）、生カキ（ノロウ
イルス）

③生肉、加熱不十分な肉：とり刺し、牛刺し、	
ユッケ（韓国料理、牛肉の刺身）、ハンバーグ	
（サルモネラ菌・カンピロバクター菌・大腸菌Ｏ-157、O-111）
※生肉をはさんだお箸で他のものをはさまない
（生肉をはさむお箸は専用にする）
④生たまご（サルモネラ菌）

港区みなと保健所
健康推進課  健康づくり係  管理栄養士 TEL:6400-0083
　　　　　  地域保健係  保健師、歯科衛生士 TEL:6400-0084
生活衛生課  食品広域監視係  食品衛生監視員 TEL:6400-0047

※このほか、アレルギー等で重篤な症状をおこす食品もありますので、十分ご注意ください。
　食物アレルギーのある方、ご心配な方は主治医にご相談ください。

＜問い合わせ＞　

8 離乳食や幼児食には避けたい食品、向かない食材

奥歯が生えそろわないと、食べにくい食材があります。
無理強いすると食事が嫌になってしまいますので、ひと工夫すると食べやすくなります。
３歳くらいまでは、手を加え配慮しましょう。

食べにくい理由 食材（例） 食べやすくなるひと工夫

うすくて、ペラペラしている レタス、白菜、わかめ 加熱して軟らかくする

皮が口に残る 豆、トマト
皮まで軟らかく煮る
皮をむく

固すぎる かたまりの肉、えび、いか
繊維を断つようにうすく切る
切れ目や隠し包丁をいれる

口の中でまとまりにくい
ひき肉、ブロッコリー、
カリフラワー

他の食材と混ぜる
とろみをつける

弾力がある
こんにゃく、かまぼこ、ちくわ、
貝類

小さく切る
切れ目を入れる

口の中がパサパサになる ゆで卵、さつま芋等の芋類
水分を加えてしっとりさせる
他の食品と混ぜる

口の中でゴロゴロする 生野菜、果物
加熱調理する
すりおろす

繊維が強い キャベツ、きのこ
加熱して軟らかくする
小さく切る

7 食べにくい食材はひと工夫を
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◦本テキストは3 ～４か月の赤ちゃんのいらっしゃる方に発送しています。
　港区ホームページでもご覧になれます。
◦「離乳食のつくり方」の動画が掲載されています。

① みなと保健所　健康推進課　健康づくり係
　　　　　　　　			栄養士　TEL:6400-0083

② 子ども家庭支援部　保育課　運営支援係
　　　　　　　　			栄養士　TEL:3578-2475
　　　　　　　　　　　　　TEL:3578-2476
　　　　　　　　　　　　　	（ダイヤルイン）（午前10時から12時　午後２時から4時）

港区　ホームページのご案内

みなと保健所で開催。
食事全般の相談や計測、発育相談・歯のケア・心理面の相談等、保健師・助産師・歯科衛生士・
管理栄養士・心理相談員が個別に相談に応じます。
開催日程については、広報みなと、ホームページまたは健康推進課にお問い合わせ下さい。

● 電話相談

● すくすく育児相談　（毎月１回）

● 乳幼児食事相談会　（毎月１回）

9 食事の相談窓口のご案内
アドレス：http://www.city.minato.tokyo.jp

港 区 役 所 検 索

◦保健所での母子保健事業の日程のご案内が掲載されています。

　トップページ　➡　健康・福祉　➡　健康・医療　➡　母と子の健康
　　　　　
◦食の情報と栄養Ｑ＆A、おかずのヒント（レシピ集）が掲載されています。

　トップページ　➡　健康・福祉　➡　健康・医療　➡　栄養・食育
　　　　
◦港区公立保育園給食の献立表やレシピが掲載されています。

　トップページ  ➡  子ども･家庭･教育  ➡  子ども･家庭  ➡  保育園  ➡  保育園情報  ➡  保育園の給食

はじめての
離乳食教室

離乳食をはじめましょう
～ 離乳食つくり方テキスト ～

発　　行	 港区みなと保健所	健康推進課
	 〒	108-8315	港区三田1-4-10
	 電話：03-6400-0083

発行年度	 令和2年度（2020年度）

刊行物発行番号	 	2020154-4241

文　献：

１. 子どもの食生活―保育と小児栄養
（上田玲子編著 ななみ書房）

２. 乳幼児の事故防止教育ハンドブック
（H.20.3発行）（東京都福祉保健局）

３. 食品の窒息事故について
（H.20.5 .8）（厚生労働省通知）

４. 子どもを事故から守る!!　事故防止ハンドブック
（2019.10発行） （消費者庁）

５. 授乳・離乳の支援ガイド
（2019.3）（厚生労働省）

港区平和都市宣言

　かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ

とはありません。

　私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。

　このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。

　私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること

を宣言します。

　昭和60年8月15日

港　区 

みなと保健所２階		栄養指導室で開催。要予約。
離乳食・幼児食等の食事全般の相談やお口のケアについて管理栄養士・歯科衛生士が相談に応じ
ます。開催日程については、ホームページまたは健康推進課にお問い合わせ下さい。

トップページ  ➡  健康・福祉  ➡  健康・医療  ➡  母と子の健康  ➡ 


